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千円 千円 千円

千円 千円 千円

分類

割合（％）

【今年度改善点】　特になし。
【前回評価への回答】　スポーツ大会出場補助金と同様出場補助金としている。。
【事業のＰＲ方法】　・各小・中・義務教育学校に案内を実施
【費用対効果】　　測れない。
【補助事業以外の事業】　特になし。
【その他】　　　　文化活動の部活動や活動についてもスポーツと同様の支援を実施し児童生徒の活動
の選択肢
　　　　　　　　が増えるよう実施している。

成果指標の推移① 九州大会（5） 九州大会（３）
成果指標の推移② 銀賞１　3位　１ 金賞１　3位　１

特
記
す
べ
き
事
項
等

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0%
交付件数 5 3 コロナにより大会自粛

支出計/前年度支出計 107.2% 0.0%
自己資金/前年度自己資金 110.4% 0.0%

0.0% 0.0%

計 2,167,831 100.0% 2,323,791 100.0% 0
（翌年度繰越金） 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

人件費 0.0% 0.0%

支
出

事業費 2,167,831 100.0% 2,323,791 100.0%

その他事務費 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

17.4%

計 2,167,831 100.0% 2,323,791 100.0% 0
（前年度繰越金） 0.0% 0.0%

26.6% 479,975 20.7%

会費収入 1,160,418 53.5% 1,438,816 61.9%
事業収入 0.0%

0.0% 0.0%
市補助金 430,000 19.8% 405,000

上記項目の
積算方法

申請者の収支精算書（収入・支出）

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成30年度 令和元年度 令和２年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 1,737,831 80.2% 1,918,791 82.6% 0

0.0%
寄付金・その他助成 577,413

補助対象経費 旅費（児童生徒のみ）・楽器等輸送費・参加料・その他

補助対象事
業・活動の内

容

小・中学校の文化活動に係る諸コンクールへの参加（九州大会以上）

補助金額又は
補助率

１申請者当たり、九州地区大会においては１３万５千円、全国大会においては２２万５千円
を限度とする。

成果指標② 文化活動出場の審査結果
九州大会金賞受賞１校以

上 令和８年度

補助対象者 薩摩川内市立小・中学校の児童生徒（文化活動コンクール等への九州大会以上の参加者）

令和３年度
予算額 495 千円

国県支出金 一般財源 その他 その他の内容
495

事業費名称 教育育成費

根拠法令 薩摩川内市教育委員会関係補助金等交付要綱

補助経過年数 １６年以上２０年以下

令和３年度 補助金名：小・中・義務教育学校文化活動出場補助金 評価表 59

所管部課名 薩摩川内市教育委員会　学校教育課 担当者 佐土原　賛

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 文化活動出場による成果
九州大会以上の大会出場

校１校以上 令和８年度

令和2年度
予算額 495 千円

国県支出金 一般財源 その他 その他の内容
495

運営補助のみ 事業補助のみ 運営補助と事業補助の両方 その他
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要件 項　　目 評価 評価した内容についての説明

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体等
の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市民の
福祉の向上及び利益の増進に寄与している。

A

未来を担う児童生徒の文化活動振興及び健全育成を図る
ことは本市の発展に大きく寄与する人材を育成するもの
である。

必
要
性

　特定の目標・成果の達成に向けた、団体等への
支援や社会的弱者の救済、地域的ハンディ等への
支援が必要である。

A

県大会での上位入賞校に限られる九州大会、全国大会出
場であり、開催地が遠隔地となるため、経済的支援が必
要である。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに合
致しており、かつ、その目標・成果の達成に向け
て、適切な効果を生じている。（その目標・成果
を測るための適当な効果指標の設定がなされてい
る。）

A

「次世代を担う文化を育むまちづくり」のために、児童
生徒の文化活動の振興及び健全な育成に向けた効果的な
取組である。

①　補助の対象となる事業について、行政が直接
実施するよりも、行政以外の者が行う方が適当で
あると明確に認められる。

A

各種コンクール等への出場については各校の実態に応じ
てなされている。

②　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補助
金等の交付以外に適当な政策手段がないか、又は
当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段である
と明確に認められる。

A

行政による支援がなければ、保護者の負担が増加し、出
場を断念せざるを得ない場合も考えられる。

③　補助率又は補助額が、明確な根拠によって積
算されたものであり、かつ、社会経済情勢に照ら
し、著しく妥当性を欠く水準とはなっていない。
（交付要綱の補助基準）

A

旅費（児童生徒のみ）、楽器等輸送費、参加料等を補助
対象経費としており、妥当である。

≪今後の改革の方向性≫ ≪視点別評価≫

■現状のまま継続 　公益性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

□見直しの上で継続 　必要性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

 ⇒今後の方向性　 □充実　 　有効性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □移管・統廃合 　適格性・妥当性　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □縮小 ≪今後の改革の方向性≫

□休止・廃止 □現状のまま継続

≪上記方向の理由≫ □見直しの上で継続

 ⇒今後の方向性　 □充実　 

　　　　　　　　  □移管・統廃合

　　　　　　　　  □縮小 

□休止・廃止

≪改革・改善の内容とそれを実施していくための
手段・計画≫

≪まとめ≫

適
格
性
及
び
妥
当
性

〈補助金の視点別評価〉　　　　　　　　　　　　【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

〈所管課による補助金等の見直し結果〉 ＜行政改革推進委員会による見直しに対する意見＞

内
部
評
価
結
果

外
部
評
価
結
果

本市の文化活動の振興に寄与している。
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小 ・ 中 学 校 文 化 活 動 出 場 補 助 金 交 付 要 領  
 

 （ 趣 旨 ）  
第 １ 条  こ の 要 領 は 、薩 摩 川 内 市 補 助 金 等 交 付 規 則（ 平 成 １ ６ 年 薩 摩 川

内 市 規 則 第 ６ ７ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） 第 ４ 条 の 規 定 に 基 づ き 、

及 び 薩 摩 川 内 市 補 助 金 等 基 本 条 例（ 平 成 １ ８ 年 薩 摩 川 内 市 条 例 第 ４ ０

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） を 実 施 す る た め 、 薩 摩 川 内 市 教 育 委 員 会

関 係 補 助 金 等 交 付 要 綱（ 平 成 １ ９ 年 薩 摩 川 内 市 告 示 第 １ ０ ３ 号 ）第 ２

条 の 表 に 掲 げ る 小・中 学 校 文 化 活 動 出 場 補 助 金 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  
 （ 補 助 事 業 等 の 要 件 ）  
第 ２ 条  小・中 学 校 文 化 活 動 出 場 補 助 金 に 係 る 補 助 事 業 等 は 、次 の 各 号

に 定 め る 要 件 を 満 た す も の で な け れ ば な ら な い 。  
 ⑴  児 童 生 徒 の 文 化 活 動 の 振 興  
 ⑵  児 童 生 徒 の 健 全 な 育 成  
 （ 補 助 金 の 額 ）  
第 ３ 条  小・中 学 校 文 化 活 動 出 場 補 助 金 の 額 は 、次 条 に 定 め る 経 費 の 合

計 額（ そ の 額 に １ ，０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、そ の 端 数 を 切

り 捨 て た 額 ）と す る 。た だ し 、出 場 す る 児 童 生 徒 数 に 応 じ た １ 大 会 当

た り の 限 度 額 は 別 表 の と お り と す る 。  
 （ 補 助 対 象 経 費 ）  
第 ４ 条  小・中 学 校 文 化 活 動 出 場 補 助 金 は 、小・中・義 務 教 育 学 校 の 文

化 活 動 に 係 る 諸 コ ン ク ー ル へ の 参 加 費 に 要 す る 経 費 に つ い て 交 付 す

る 。 た だ し 、 九 州 地 区 大 会 以 上 の 参 加 に 限 る 。  
 ⑴  旅 費 （ 児 童 生 徒 の み と し 、 公 共 交 通 機 関 も し く は 借 り 上 げ バ ス  

利 用 と す る ）  
 ⑵  楽 器 等 輸 送 費  
 ⑶  参 加 料  
 ⑷  そ の 他 （ 飲 食 代 は 含 ま な い ）  
 （ 交 付 の 申 請 ）  
第 ５ 条  小・中 学 校 文 化 活 動 出 場 補 助 金 の 交 付 の 申 請 に 係 る 規 則 第 ５ 条

の 市 長 が 別 に 指 定 す る 日 は 、 大 会 参 加 の ２ 週 間 前 と す る 。  
 （ 交 付 の 基 準 ）  
第 ６ 条  小・中 学 校 文 化 活 動 出 場 補 助 金 の 交 付 の 決 定 は 、次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 こ れ を 行 わ な い 。  
 ⑴  当 該 補 助 事 業 等 が 第 ２ 条 の 要 件 を 満 た さ な い 場 合  
 ⑵  当 該 申 請 者 に 小・中 学 校 文 化 活 動 出 場 補 助 金 を 交 付 す る こ と が 適

当 で な い と 認 め ら れ る 場 合  
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 （ 実 績 報 告 ）  
第 ７ 条  小・中 学 校 文 化 活 動 出 場 補 助 金 の 実 績 報 告 に 係 る 規 則 第 １ ５ 条

第 ３ 号 の 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 
 ⑴  当 該 補 助 事 業 等 の 公 益 性 、必 要 性 、効 果 等 に つ い て 当 該 補 助 事 業

者 等 が 自 ら 行 っ た 評 価 に 関 す る 書 類  
 ⑵  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 特 に 必 要 で あ る と 認 め ら れ る 書 類  
  （ 効 果 の 測 定 ）  
第 ８ 条  小・中 学 校 文 化 活 動 出 場 補 助 金 の 効 果（ 条 例 第 ４ 条 第 ２ 項 第 １

号 の 効 果 を い う 。） は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 指 標 を 用 い て 測 定 す る も の

と す る 。  
 ⑴  文 化 活 動 出 場 に よ る 成 果  
 ⑵  文 化 活 動 出 場 の 審 査 結 果  
 （ 補 助 事 業 者 等 の 責 務 ）  
第 ９ 条  小・中 学 校 文 化 活 動 出 場 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 補 助 事 業 者 等 は 、

本 市 の 教 育 行 政 諸 施 策 の 円 滑 な 実 施 に 積 極 的 に 協 力 す る よ う 努 め る

も の と す る 。  
 （ そ の 他 ）  
第 １ ０ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、教 育 部 長 が 別

に 定 め る 。  
   附  則  
 （ 施 行 期 日 ）  
 こ の 要 領 は 、 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 （ 削 除 ）  
   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 九 州 大 会  全 国 大 会  
１ ０ 人 以 下  ５ 万 円  １ ０ 万 円  
１ １ 人 以 上 ２ ０ 人 以 下  １ ０ 万 円  ２ ０ 万 円  
２ １ 人 以 上  １ ３ 万 ５ 千 円  ２ ２ 万 ５ 千 円  
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